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評価指標の達成状況は、以下の方法で把握が考えられます。 

 

施策 評価指標

評価年度

把握手法

年度 年度 年度 年度 年度 年度

路線バスの

維持・確保

路線バス（既存

社）の運転者数
● ● ● ● ● ●

運輸要覧

市内線の利用者数 ● ● ● ● ● ● 那覇市統計書

自転車利用

環境の充実

シェアサイクルポー

ト数
● ● ● ● ● ●

事業者提供資

料

地域の特性

に応じた地

域内交通の

充実

真和志地域乗合タク

シーの乗合率
● ● ● ● ● ●

事業者提供資

料

基幹的公共

交通

（ ）の

導入

整備計画の策定

● ● ● ● ● ●

実績

広域交通と

の連携

他市町村への公共交

通での通勤通学者

の割合

● ●

国勢調査（公

表は調査から

約 年後）

モノレール

輸送力増強

モノレールの車内の

すき具合の満足度
● ● ●

市民アンケー

ト

導入車両数
● ● ● ● ● ●

事業者提供資

料

路線バスの

利用環境向

上

バス停上屋の設置箇

所数
● ● ● ● ● ●

実績値

運行情報のわかりや

すさ（市内線・市

外線）の満足度

● ● ●

市民アンケー

ト

市内線の利用者数 ● ● ● ● ● ● 那覇市統計書

交通 の

推進

観光客の公共交通利

用率（路線バス・

モノレール）

● ● ● ● ● ●

那覇市の観光

統計

路線バスのクレジッ

ト決済機導入割合
● ● ● ● ● ●

バス事業者ヒ

アリング

モノレール

利用環境の

向上

モノレールの全体的

な満足度
● ● ●

市民アンケー

ト

モノレールの利用者数 ● ● ● ● ● ● 那覇市統計書

タクシーの

利用環境の

向上

タクシーの台数（協

会加盟の南部支部

の車両数）

● ● ● ● ● ●

沖縄県ハイヤ

ー・タクシー

協会

タクシーの利用者数 ● ● ● ● ● ● 運輸要覧

モビリテ

ィ・マネジ

メントの実

施

地域公共交通の満足

度
● ● ●

市民意識調査

実施回数（那覇市）
● ● ● ● ● ●

実績値

様々な交通

手段との連

携

ふくちゃん号の利用

者数 ● ● ● ● ● ●

実績値
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５ バス路線の確保・維持等に関する補助制度

５-１.国・県の補助制度

バス路線の確保・維持に関する補助制度として、下記の制度について整理しました。

表 ５-１.バス路線の確保・維持に関する補助制度の概要

補補助助制制度度のの名名称称 補補助助のの概概要要 適適用用条条件件

地域公共交通確保維持事業

（地域間幹線系統補助）※

欠損額に対して、

を補助

・複数市町村にまたがる路線であ

ること

・ 日当たりの運行回数が 回以

上、利用量が 人 日～

人 日が見込まれる路線 等

地域公共交通確保維持事業

（地域内フィーダー補助）※

欠損額に対して、

以内を補助

・補助対象の地域間幹線系統等に

接続するフィーダー系統である

こと

・経常赤字であること 等

地域公共交通調査等事業（利

便増進計画推進事業、運送継

続計画推進事業）

地域公共交通利便増進

実施計画又は地域旅客

運送サービス継続実施

計画に基づく事業の経

費の の補助

・地域公共交通利便増進実施計画

の策定又は地域旅客運送サービ

ス継続実施計画の策定

沖縄県生活バス路線確保対策

補助金

補助対象経費の

を上限に補助

・キロ程が ｋｍ以上

・市町村の補助が補助対象経費の

以上 等

※地域公共交通利便増進実施計画を策定することにより、下記に示す重点的な支援あり

出典：国土交通省資料
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５ １ １.地域公共交通確保維持事業（地域間幹線系統補助）

出典：国土交通省資料

５-１-２.地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー）

出典：国土交通省資料



資料

５ １ １.地域公共交通確保維持事業（地域間幹線系統補助）

出典：国土交通省資料

５-１-２.地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー） 

出典：国土交通省資料
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５ １ ３.地域公共交通調査等事業（利便増進計画推進事業、運送継続計画推進事業）

出典：国土交通省資料

５-１-４.沖縄県生活バス路線確保対策補助金

表 ５-２.沖縄県生活バス路線確保対策補助金の概要

項項目目 内内容容

適用条件 ・キロ程が 以上

・ 日当たりの輸送人員が ～ 人（ 人以上は国の補助

事業対象）

・ 日当たりの運行回数 回以上

・経常収益が経常費用の 以上、または、市町村の補助

を加えて 以上

・市町村の補助が、補助対象経費の 以上 等

補助内容 ・補助対象経費は補助対象経常経費と経常収益の差額

・運行系統の 以上が他の路線と競合し、競合輸送人員が

人以上の路線は、以下の算式で算定

補助対象経費×単独の運行区間長 総運行区間長

・補助金額は、補助対象経常費用の を上限に、補助対象

経費の 以内

参考：沖縄県生活バス路線確保対策補助金交付要綱
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５-２.市町村独自の補助制度の事例

５-２-１.高校生等通学支援事業（群馬県高崎市）

表 ５-３.高校生等通学支援事業の概要

項項目目 内内容容

補助対象 ・公共交通機関の定期券（その額が 月当たり 円を超えるもの

に限る。）を使用して通学する高崎市に住所を有する高校生等の保護

者に対して補助金を交付

・定期券の区間が県内のものに限る

・「高校生等」とは、高等学校に通学する生徒のほか、中等教育学校

（後期課程）、高等専門学校（第 学年から第 学年まで）など高等

学校の 年間に相当する期間に通学する生徒をいう

補助額 ・１か月当たりの定期券の額から 円を控除した額を補助

・複数の定期券を使用して通学する場合はその合計額とするが、使用開

始日が異なる場合は、合計額とは限らない

担当窓口 高崎市教育委員会教育総務課

参考：群馬県高崎市 HP

５-２-２.交通機関等利用児童・生徒通学費補助金（東京都八王子市）

表 ５-４.交通機関等利用児童・生徒通学費補助金の概要

項項目目 内内容容

補助対象 ・徒歩による通学が困難（通学距離が概ね キロメートル以上）、身体

的理由又は通学の安全確保のため、交通機関を利用して通学すること

について、学校長の許可を得ている

・在籍校の通学区域内に居住し、今年度 か月（年度途中転入・転出者

は か月）以上交通機関を利用して通学している。また、利用開始以

後継続して定期券を購入している

・要保護（生活保護）の認定を受けていない

※上記すべてを満たすことが要件

補助額 ・通学定期運賃の

担当窓口 八王子市学校教育部学務課

参考：東京都八王子市 HP
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５-２.市町村独自の補助制度の事例 

５-２-１.高校生等通学支援事業（群馬県高崎市） 

 
表 ５-３.高校生等通学支援事業の概要 

項項目目 内内容容

補助対象 ・公共交通機関の定期券（その額が 月当たり 円を超えるもの

に限る。）を使用して通学する高崎市に住所を有する高校生等の保護

者に対して補助金を交付

・定期券の区間が県内のものに限る

・「高校生等」とは、高等学校に通学する生徒のほか、中等教育学校

（後期課程）、高等専門学校（第 学年から第 学年まで）など高等

学校の 年間に相当する期間に通学する生徒をいう

補助額 ・１か月当たりの定期券の額から 円を控除した額を補助

・複数の定期券を使用して通学する場合はその合計額とするが、使用開

始日が異なる場合は、合計額とは限らない

担当窓口 高崎市教育委員会教育総務課

参考：群馬県高崎市 HP 

 

５-２-２.交通機関等利用児童・生徒通学費補助金（東京都八王子市） 

 
表 ５-４.交通機関等利用児童・生徒通学費補助金の概要 

項項目目 内内容容

補助対象 ・徒歩による通学が困難（通学距離が概ね キロメートル以上）、身体

的理由又は通学の安全確保のため、交通機関を利用して通学すること

について、学校長の許可を得ている

・在籍校の通学区域内に居住し、今年度 か月（年度途中転入・転出者

は か月）以上交通機関を利用して通学している。また、利用開始以

後継続して定期券を購入している

・要保護（生活保護）の認定を受けていない

※上記すべてを満たすことが要件

補助額 ・通学定期運賃の

担当窓口 八王子市学校教育部学務課

参考：東京都八王子市 HP 
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５-２-３.市内上限運賃・均一運賃制度（熊本県八代市）

表 ５-５.市内上限運賃・均一運賃制度の概要

項項目目 内内容容

対象路線 ・民間事業者が運行している路線バス

・市が委託して運行している市街地循環バス、乗合タクシー

運賃設定 ・路線バスは、初乗運賃 円、 円を上限とした距離制運賃

・市街地循環バスは、 円の均一運賃

・乗合タクシーは、 円の均一運賃

担当窓口 八代市総務企画部地域政策課

参考：熊本県八代市 HP

５-２-４.富山市地域自主運行バス事業補助

表 ５-６.富山市地域自主運行バス補助事業の概要

項項目目 内内容容

補助対象事業 ・事業者が運営主体となり運行する事業

・一定の受益者負担を求める等、運行を継続するための収支計画が立

案されている事業

・公共交通の空白地域等において、市民の生活交通手段確保の目的で

行なわれる事業で、市長が公益上、必要と認める事業

補助の内容 ・試行実験の補助

・運行費の補助（運行経費の 分の を限度）

・バス車両の無償貸与

担当窓口 富山市活力都市創造部交通政策課

参考：富山市 HP

５-２-５.親子バス利用支援事業（岐阜県大垣市）

表 ５-７.親子バス利用支援事業の概要

項項目目 内内容容

利用対象 ・小学校 年生以下のお子さん、同一世帯の保護者等（父母、祖父母、兄姉）

・妊娠中の方、同一世帯の配偶者等

※市内に住民登録が必要。

利用条件 ・小学校 年生以下のお子さんと一緒に、市内にあるバス停で乗車・降車

すること

・妊娠中の方と一緒に、市内にあるバス停で乗車・降車すること

利用方法 事前に市へ申請し、チケットを受け取る

※ 申請につき セット（ セットでチケット 枚）まで

親子等でバスに乗車し、バス整理券を取る

チケットに「乗車バス停名」「降車バス停名」「乗車人数」を記入

降車時に、運転手にチケット利用を申し出て、確認を受ける

チケットとバス整理券を運賃箱に入れる

担当部署 大垣市子ども未来部子育て支援課

参考：岐阜県大垣市 HP
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５-２-６.シルバーパスポート（福島市）

表 ５-８.シルバーパスポートの概要

項項目目 内内容容

対象者 ・市内に住民登録がある 歳以上の方

・東日本大震災により市内に避難し、原発避難者特例法第 条の届出をし

ている 歳以上の方

利用対象の

公共交通

【バス】

・福島交通株式会社が運行する市内の全バス路線

・ジェイアールバス東北株式会社が運行する「川俣高校前」線

・有限会社カネハチタクシーが運行する「川俣松川」線、「川俣飯野」線

※高速バス、臨時バス、季節運行バスは対象外

【鉄道】

・福島交通飯坂線全区間

【タクシー】

・市内に事業所がある法人タクシー

補助の内容 ・パターン （バス・飯坂線とタクシーの併用）

バス・飯坂線（利用上限 万円）＋タクシー（利用上限 万円）

※タクシーの利用にはマイナンバーカードを使用

・パターン （バス・飯坂線のみ）

バス・飯坂線のみ（利用上限 万円）

利用方法 市から送付されるシルバーパスポートを乗降時に車載器にタッチ

※タクシーはマイナンバーカードを利用

担当窓口 福島市都市政策部交通政策課交通政策係

参考：福島市 HP


